
芦屋市立地区集会所の指定管理者を指定しました 

芦屋市指定管理者選定・評価委員会（地区集会所）で審議の結果，芦屋市立地区集会所

の指定管理者の候補者が選定され，芦屋市議会に議案を提出し，芦屋市立地区集会所の指定

管理者が指定されました。 

１ 公の施設 

名 称 所在地 

打出集会所 芦屋市大東町１７番３号 

翠ケ丘集会所 芦屋市翠ケ丘町９番１５号 

竹園集会所 芦屋市竹園町５番６号 

前田集会所 芦屋市前田町８番１７号 

朝日ケ丘集会所 芦屋市朝日ケ丘町３０番９号 

春日集会所 芦屋市春日町１３番１７号 

潮見集会所 芦屋市潮見町７番１号 

浜風集会所 芦屋市浜風町３番２号 

奥池集会所 芦屋市奥池南町３４番４号 

西蔵集会所 芦屋市西蔵町１１番１６号 

大原集会所 芦屋市大原町２０番２号 

茶屋集会所 芦屋市茶屋之町８番２０号 

三条集会所 芦屋市三条町８番３号 

２ 指定管理者 

名 称 芦屋市地区集会所運営協議会連合会 

代表者 理事長 田中 隆 

所在地 芦屋市大原町２０番２号 

３ 指定期間 

平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで 

４ 指定管理者の指定について 

(１) 指定管理者を公募しない理由 

地区集会所は，身近な地域活動の企画・実践の場として地域社会における相互

の親睦と文化活動の増進に寄与する地域の拠点となっている。 

地区集会所の運営は，地域が主体的に活動拠点を守り育て，活用することで地

域活力の向上につながるものであり，一方で芦屋市地区集会所運営協議会連合会

は，多様な地域の団体で構成され，地域に密着した管理運営を行っており，地域

住民と連携しながら創意工夫によって世代を超えた地域コミュニティの活性化と

施設の利用促進を図っている。よって当該連合会を引き続き公募によらない指定

管理者の候補者としたもの。 



(２) 経過 

平成３０年１１月３０日 芦屋市立地区集会所指定管理者の指定について議案提出 

平成３０年１２月５日 総務常任委員会において審議 

平成３０年１２月２０日 芦屋市議会本会議で可決 

平成３０年１２月２１日 指定管理者指定の告示（芦屋市告示第２５５－３号） 

５ 問い合わせ 

芦屋市企画部市民参画課 

〒659-8501 芦屋市精道町７番６号 

ＴＥＬ ０７９７－３８－２００７（直通） 

ＦＡＸ ０７９７－３８－２００４ 


